






プラスチック資源　Q&A5
Q１  容器の汚れはどの程度まで落とせばよいですか？Q１  容器の汚れはどの程度まで落とせばよいですか？

洗うか拭くなどして固形物は確実に取り除いてください。油汚れがついていても、固形物さえ全て取り除いて
いれば、問題ありません。お菓子の袋についても同様です。

Q３  ペットボトルはプラスチック資源として出せますか？Q３  ペットボトルはプラスチック資源として出せますか？
ペットボトルはプラスチック資源ではありません。今までどおり、軽く水ですすいでキャップやラベルを取り外し、

町内の資源回収ステーションや市役所、各公民館・地区センターの資源回収拠点に設置している「ペットボト
ルの青いネット」へ入れてください。取り外したキャップやラベルは、プラスチック資源として出してください。

Q２  土がついたプランターや、シールなどがついているものも出していいですか？Q２  土がついたプランターや、シールなどがついているものも出していいですか？
プラスチック以外の素材や不純物が付着したままだと、資源としてリサイクルすることができません。可能な範

囲で土などを落としてから出してください。また、ラベルやシールなど簡単に剥がせるものは取っていただきます
が、剥がれにくいものは無理に剝がさなくて結構です。

Q４  プラスチック資源に出してはいけないものはなんですか？Q４  プラスチック資源に出してはいけないものはなんですか？
▼事業活動に伴い発生したプラスチック（農業用マルチシートなど）※産業廃棄物になります。
▼使用済小型電子機器  ※小型家電回収ボックスをご利用ください。
▼火災を生ずるおそれのあるもの（電池、エアゾール缶、スプレー缶、ライター、モバイルバッテリーなど）
▼けがをするおそれがあるもの（カッター、包丁、かみそりなど）
▼感染するおそれのあるもの（点滴用器具など）
▼硬すぎるもの（ヘルメット、まな板など）
▼電池
※�リチウムイオン電池が使用されているものは、ごみ収集車
両や処理施設での火災の危険性がとても高いので、絶対に
入れないでください。

Q５  分別収集されたプラスチック資源はどのようにリサイクルされますか？Q５  分別収集されたプラスチック資源はどのようにリサイクルされますか？
分別収集されたプラスチック資源は、黒石市内のプラスチックリサイクル工場で選別・破砕・溶融し、素材ご

とにペレットやフレーク状などのリサイクル素材となります。その後、プラスチック加工事業者へ引き渡され、公
園のベンチやプランター、ハンガーなど新たなプラスチック製品へ生まれ変わります。
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施設名 弘前地区環境整備事務組合
弘前地区環境整備センター 南部清掃工場

所在地

電話番号 36-3883 92-2105

利用時間 8：30～16：30 8：30～16：30

休業日 第１・第３日曜日、年末年始 第２・第４日曜日、年末年始

搬入可能なごみ
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、
資源物（びん、缶、ペットボトル）、
危険ごみ、有害ごみ

可燃ごみ

処理手数料
（税別）

可燃ごみ＝100円/10㎏
不燃ごみ、粗大ごみ、危険ごみ、
有害ごみ＝125円/10㎏

可燃ごみ＝100円/10㎏

搬入経路

搬入者 家庭系ごみ＝本人または家族
事業系ごみ＝経営者または従業員　　※身分証明書をお持ちください。

搬入方法

①�処理施設の計量所で「廃棄物搬入届」に必要事項を記入し、排出者および搬入者の確認
を受ける。
②受入可能と判断された場合、車両ごと計量器に乗り、指示に従い荷下ろし場所へ進む。
③荷下ろし場所で搬入者自身が廃棄物を下ろす。
④出口から出て、精算所にある計量器に乗る。
⑤計量後、支払窓口で処分手数料を支払う。
※搬入までの流れについては、YouTube「ひろかんチャンネル」
　（弘前地区環境整備事務組合の公式チャンネル）でもごらんい
　ただけます。

ごみ処理施設の概要6

［問合せ］市民環境課環境衛生係
※�搬入方法等についてご不明な点は、各施設へお問い合わせください。

弘前市町田筒井６-２ 弘前市小金崎川原田54
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市長年頭記者会見

令和７年第４回市議会定例会

１月６日、髙樋市長は、市役所わのまちセンターで「令和８年
市長年頭記者会見」を開き、４月から始まる津軽地域８市町村に
よるごみ処理の広域化について述べた後、物価高への対策、10月
に開催される「青の煌

き ら

めきあおもり国スポ 第80回国民スポーツ大
会」への期待について話しました。

続いて、市長が就任以来取り組んできた「未来への安心を見据
えた地域の魅力度向上」について、次のように述べました。

令和７年第４回市議会定例会が、12月１日から15日までの日程で開催され、条例制定や令和７年度一
般会計補正予算など、報告１件、議案46件が審議されました。

主な議案は次のとおりです。

条例制定
▽市税条例の一部を改正する条例
▽市役所わのまちセンター条例の一部を改正する条例
▽市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
▽市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

補正予算
▽�令和７年度一般会計補正予算（第４号）…歳入歳出それぞれ１億1,506万６千円を減額し、予
算の総額を213億2,811万１千円に

▽�同（第５号）…歳入歳出それぞれ114万２千円を追加し、予算の総額を213億2,925万３千円に

財産の譲渡 ▽�市有地（黒石市牡丹平諏訪野平６番２ 外２筆）の売却に伴い、当該市有地に所在する旧黒石市
立牡丹平公民館を株式会社ATfarmへ無償譲渡する

「未来への安心を見据えた地域の魅力度向上」について

コミュニティ力「黒石力」を強化
４月１日から市内の全公民館をコミュニティセン

ターとして供用開始します。「黒石力」を充実さ
せ、地域にささえ合いの仕組みを作ることで、
子どもから高齢者まで全ての市民が安心して暮
らしていくことのできる、持続可能なまちづくり
の実現を目指します。また、新年度からは、コ
ミュニティに特化した課を新設し、これまで以上
に地区に寄り添い協働していきます。

地 域 の 魅 力 づ く り へ の 取 り 組 み
「（仮称）黒石市立子ども美術館」改め「黒石

アートＢＯＸ」が、６月13日にオープンする 
予定です。幼少期の子どもから大人まで幅広い
年代の人々がアートに触れ、未来の黒石市を支
える人づくりにつなげていきます。また、国内
外へ向けて当市の魅力発信を行うことで、知名
度向上を図り、産業の活性化や関係人口の創出
に取り組んでいきます。 
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